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Ⅱ
．
労
働
条
件
に
つ
い
て

１
．
勤
務
関
係
に
つ
い
て

(

１)

年
間

日
間
の
年
休
を

20

取
得
さ
せ
る
た
め
に

①
臨
時
列
車
に
対
応
し
た
適

正
要
員
を
配
置
す
る
こ

と
。

②
研
修
セ
ン
タ
ー
へ
の
入
所

者
、
Ｑ
Ｃ
、
業
研
、
ア
ド

バ
イ
ザ
リ
ー
等
で
の
出
張

者
を
必
要
要
員
と
し
て
要

員
化
す
る
こ
と
。

③
失
効
す
る
年
休
は
全
て
Ｄ

単
価
で
買
上
げ
る
こ
と
。

④
時
季
変
更
の
考
え
方
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。

(

２)

休
日
出
勤
を
解
消
す
る

た
め
に
必
要
な
要
員
を
配

置
す
る
こ
と
。
更
に
、
い

つ
ま
で
に
休
日
出
勤
を
解

消
す
る
の
か
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。

(

３)
乗
務
員
の
勤
務
に
つ
い

て
改
善
を
図
る
こ
と

①
在
来
線
に
お
け
る
乗
継
・

分
割
・
併
合
・
入
換
時
の

時
間
を
見
直
し
、
余
裕
を

も
っ
た
確
認
作
業
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

②
新
幹
線
の
車
掌
行
路
で
、

出
先
地
に
お
い
て
、
労
働

外
時
間
が
３
時
間
以
上
発

生
す
る
よ
う
な
行
路
作
成

は
見
直
す
こ
と
。

③
新
幹
線
乗
務
員
行
路
に
お

い
て
品
川
、
静
岡
泊
行
路

な
ど
、
宿
泊
場
所
か
ら
の

職
場
を
改
善
す
る
た
め
に
、
働
く
者
の
切
実
な
声
を

約
１
０
０
項
目
要
求
！

職場の問題を解決しよう！

働く者が一体となって要求を勝ち取ろう！
本
部
は
８
月

日
、
基
本

11

協
約
の
締
結
と
労
働
協
約
・

協
定
改
訂
に
関
す
る
申
し
入

れ
（
申
第
９
号
）
を
会
社
に

提
出
し
ま
し
た
。

申
し
入
れ
は
、
職
場
か
ら

の
切
実
な
声
を
約
１
０
０
項

目
に
わ
た
り
要
求
し
ま
し

た
。
減
収
減
益
を
理
由
と
し

た
抑
制
を
絶
対
に
許
す
こ
と

な
く
、
増
収
増
益
の
時
に
私

た
ち
に
出
し
惜
し
ん
だ
蓄
え

を
、
今
こ
そ
し
っ
か
り
と
勝

ち
取
り
ま
し
ょ
う
。

団
体
交
渉
が

日
か
ら
始

20

。

、

ま
り
ま
す

Ｊ
Ｒ
東
海
労
は

職
場
に
渦
巻
く
不
満
や
不
安

を
解
決
す
る
た
め
に
、
職
場

で
ま
じ
め
に
働
く
者
た
ち
の

声
を
代
表
し
て
闘
い
ま
す
。

Ⅰ
．
労
使
関
係
に
つ
い
て

１
．
直
ち
に
基
本
協
約
を
締

結
す
る
こ
と
。

２
．
直
ち
に
加
藤
誠
二
さ
ん

の
懲
戒
解
雇
を
撤
回
し
、

速
や
か
に
職
場
復
帰
さ
せ

る
こ
と
。

３

「
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

．構
想
」
に
つ
い
て
「
申
第

２
号
」
に
基
づ
き
速
や
か

に
協
議
を
行
う
こ
と
。

そ
の
他
、
労
使
関
係
に
関
す

る
こ
と
を
８
件
、
計

件
を

11

要
求
。

移
動
が
通
常
よ
り
時
間
を

要
す
る
場
合
に
乗
務
員
の

起
床
時
間
を
早
め
て
い
る

が
、
そ
の
時
間
を
労
働
時

間
と
す
る
こ
と
。

④
乗
務
員
の
交
番
作
成
は
、

在
宅
休
養
時
間
を
確
保
す

る
た
め
、
一
行
路
の
拘
束

時
間
を

時
間
以
内
と
す

24

る
こ
と
。

⑤
乗
務
員
の
予
備
月
の
勤
務

発
表
を
交
番
者
と
同
じ
く

前
月

日
に
休
日
予
定
を

10

発
表
す
る
こ
と
。

⑥
訓
練
の
待
ち
時
間
は
一
時

間
以
内
と
し
、
長
時
間
の

拘
束
を
伴
う
行
路
で
の
前

訓
練
は
止
め
る
こ
と
。

(

４)

車
両
所
に
お
い
て
、
休

憩
時
間
前
後
の
移
動
時
間

を
労
働
時
間
と
す
る
こ

と
。
ま
た
、
更
衣
時
間
を

労
働
時
間
と
す
る
こ
と
。

(

５)

駅
の
勉
強
会
・
訓
練
会

は
勤
務
時
間
内
も
し
く
は

勤
務
明
け
に
指
定
す
る
こ

と
。

(

６)

車
い
す
対
応
、
遺
失
物

対
応
等
の
業
務
に
携
わ
る

社
員
を
駅
業
務
の
正
式
な

要
員
と
し
て
配
置
す
る
こ

。

、

「

」

と

ま
た

全
駅

直
轄

で
行
い
、
専
任
社
員
、
泊

勤
務
が
で
き
な
い
社
員
、

身
体
に
障
害
を
負
っ
た
社

員
が
働
け
る
職
場
と
し
て

活
用
す
る
こ
と
。

(

７)

「
忌
引
休
暇
」
の
期
間

で
葬
儀
等
に
対
応
で
き
な

い
場
合
は
「
忌
引
休
暇
」

を
分
散
付
与
と
し
、
ま
た

社
員
か
ら
の
年
休
申
請
が

あ
っ
た
場
合
は
優
先
し
て

年
休
を
付
与
す
る
こ
と
。

(

８)

本
人
の
希
望
を
無
視
し

た
転
勤
に
よ
り
発
生
し
て

い
る
遠
距
離
通
勤
を
直
ち

に
解
消
す
る
こ
と
。

(

９)

生
理
休
暇
は
本
人
の
申

請
す
る
日
数
と
し
、
全
て

有
給
と
す
る
こ
と
。

２
．
賃
金
関
係
に
つ
い
て

(

１)

割
増
賃
金
の
１
時
間
当

た
り
の
単
価
を
改
訂
す
る

こ
と
。

①
超
勤
手
当
（
Ｂ
単
価
）
を

１
時
間
当
た
り
１
３
０
／

１
０
０
か
ら
１
５
０
／
１

０
０
と
す
る
こ
と
。

②
夜
勤
手
当
（
Ｃ
単
価
）
を

１
時
間
当
た
り

／
１

40

０
０
か
ら

／
１
０
０
と

50

す
る
こ
と
。

③
祝
日
手
当
（
Ｅ
単
価
）
を

１
時
間
当
た
り

／
１

35

０
０
か
ら

／
１
０
０
と

50

す
る
こ
と
。

④
休
日
出
勤
（
Ｄ
単
価
）
を

１
時
間
当
た
り
１
５
０
／

１
０
０
か
ら
２
０
０
／
１

０
０
と
す
る
こ
と
。

⑤
準
夜
勤
手
当
を
３
０
０
円

か
ら
５
０
０
円
と
す
る
こ

と
。

(

２)

定
期
昇
給
は
、
現
等
級

経
過
年
数
に
関
わ
ら
ず
基

準
昇
給
額
を
１
２
０
０
円

と
し
、
標
準
乗
数
を
４
と

す
る
こ
と
。

(

３)

配
偶
者
の
扶
養
手
当
を

１
万
円
と
す
る
こ
と
。

(

４)

原
油
等
の
値
上
げ
に
伴

い
自
転
車
等
の
通
勤
手
当

を
改
訂
す
る
こ
と
。

①
５
㌔
未
満
を
２
０
０
０
円

か
ら
２
６
０
０
円
に
す
る

こ
と
。

②
５
㌔
以
上

㌔
未
満
を
４

10

１
０
０
円
か
ら
５
４
０
０

円
に
す
る
こ
と
。

③

㌔
以
上

㌔
未
満
を
６

10

15

５
０
０
円
か
ら
８
５
０
０

円
に
す
る
こ
と
。

④

㌔
以
上

㌔
未
満
を
８

15

20

９
０
０
円
か
ら
１
１
６
０

０
円
に
す
る
こ
と
。

⑤

㌔
以
上

㌔
未
満
を
１

20

25

１
３
０
０
円
か
ら
１
４
５

０
０
円
に
す
る
こ
と
。

⑥

㌔
以
上

㌔
未
満
を
１

25

30

３
７
０
０
円
か
ら
１
７
９

０
０
円
に
す
る
こ
と
。

⑦

㌔
以
上

㌔
未
満
を
１

30

35

６
１
０
０
円
か
ら
２
１
０

０
０
円
に
す
る
こ
と
。

⑧

㌔
以
上

㌔
未
満
を
１

35

40

８
５
０
０
円
か
ら
２
４
１

０
０
円
に
す
る
こ
と
。

⑨

㌔
以
上
を
２
０
９
０
０

40円
か
ら
２
７
２
０
０
円
に

す
る
こ
と
。

(

５)

発
令
さ
れ
た
勤
務
地
よ

り
他
の
勤
務
地
で
勤
務
を

す
る
場
合
は
助
勤
手
当
て

を
新
設
し
、
暦
日
に
つ
き

１
０
０
０
円
を
支
給
す
る

こ
と
。

２
面
へ

主
な
要
求
項
目
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(

４)

異
常
時
用
の
『
鉄
製
手

歯
止
め
』
を
運
転
士
の
傷

害
事
故
防
止
上
か
ら
運
転

台
に
搭
載
す
る
こ
と
。

(

５)

停
止
位
置
目
標
の
簡
素

化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、

発
光
式
停
止
位
置
目
標
を

早
急
に
導
入
す
る
こ
と
。

(

６)

走
行
中
の
運
転
通
告
は

直
ち
に
止
め
る
こ
と
。

(

７)

す
べ
て
の
分
岐
器
の
手

前
に
速
度
照
査
を
新
設
す

る
こ
と
。

(

８)

社
員
を
監
視
す
る
よ
う

な
裏
面
添
乗
は
、
直
ち
に

止
め
る
こ
と
。

３
．
ワ
ン
マ
ン
運
転
関
係
に

つ
い
て

(

１)

ワ
ン
マ
ン
列
車
は
各
駅

停
車
の
列
車
に
限
定
す
る

こ
と
。

(

２)

各
駅
停
車
の
列
車
で

も
、
多
客
列
車
は
車
掌
を

乗
務
さ
せ
る
こ
と
。

(

３)

快
速
列
車
は
多
客
列
車

で
あ
り
、
車
掌
を
乗
務
さ

せ
る
こ
と
。

(

４)

ワ
ン
マ
ン
ミ
ラ
ー
が
ス

モ
ー
ク
ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て

見
に
く
い
車
両
が
あ
る
の

で
改
善
す
る
こ
と
。

(

５)

全
面
ガ
ラ
ス
の
ワ
イ
パ

ー
の
ふ
き
取
り
面
積
が
狭

く
、
ホ
ー
ム
ミ
ラ
ー
が
見

(
６)

特
殊
勤
務
手
当
を
改
訂

す
る
こ
と

①
乗
務
手
当
Ａ
～
Ｆ
ま
で
を

一
律
１
日
に
つ
き
３
０
０

円
増
額
す
る
こ
と
。

②
ワ
ン
マ
ン
行
路
に
乗
務
し

た
場
合
の
乗
務
手
当
を
①

項
の
外
３
０
０
円
増
額
す

る
こ
と
。

③
運
転
手
当
Ａ
～
Ｃ
ま
で
を

一
律
１
日
に
つ
き
３
０
０

円
増
額
す
る
こ
と
。

④
検
修
手
当
を
５
０
０
円
か

ら
１
０
０
０
円
と
す
る
こ

と
。

⑤
工
務
作
業
手
当
を
７
０
０

円
か
ら
１
０
０
０
円
と
す

る
こ
と

⑥
営
業
手
当
Ａ
、
Ｂ
を
一
律

１
日
に
つ
き
３
０
０
円
増

額
す
る
こ
と
。

(

７)

休
職
者
が
休
職
前
に
補

償
措
置
額
支
払
い
対
象
と

な
っ
て
い
た
場
合
、
復
職

し
た
際
に
も
引
き
続
き
補

償
措
置
額
を
支
給
す
る
こ

と
。

３
．
運
輸
系
統
の
社
員
運
用

つ
い
て

(

１)

異
動
に
際
し
て
は
本
人

の
希
望
を
前
提
に
し
、
強

要
は
行
わ
な
い
こ
と
。

(

２)

駅
へ
の
還
流
は
運
転
士

需
給
に
踏
ま
え
た
異
動
数

と
す
る
こ
と
。

(

３)

駅
へ
の
還
流
に
よ
り
、

駅
組
合
員
が
希
望
し
な
い

転
勤
は
発
生
さ
せ
な
い
こ

と
。

(

４)

駅
へ
の
異
動
者
に
特
別

加
算
を
行
う
こ
と
。

(

５)

異
動
期
間
を
最
長
３
年

と
し
、
乗
務
員
へ
の
復
職

時
期
を
予
め
明
示
す
る
こ

と
。

(

６)

現
在
、
駅
へ
還
流
さ
れ

て
い
る
組
合
員
の
元
職
場

へ
の
復
帰
時
期
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

(

７)

駅
へ
還
流
さ
れ
て
い
る

期
間
に
つ
い
て
も
、
運
転

士
と
し
て
の
運
転
適
正
検

査
等
を
継
続
す
る
こ
と
。

４
．
通
勤
関
係
に
つ
い
て

(
１)
マ
イ
カ
ー
通
勤
に
お
い

て
、
不
可
抗
力
に
よ
り
、

出
勤
時
間
に
間
に
合
わ
な

か
っ
た
場
合
は
障
害
休
暇

と
す
る
こ
と
。

(

２)

本
人
の
希
望
す
る
通
勤

経
路
の
通
勤
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
。

(

３)

始
業
が
早
朝
、
就
業
が

深
夜
に
な
り
、
所
定
の
通

勤
経
路
で
出
退
勤
出
来
な

い
場
合
は
異
経
路
の
交
通

費
を
実
費
で
支
給
す
る
こ

と
。

５
．
出
向
社
員
の
労
働
条
件

に
つ
い
て

(

１)

出
向
先
で
発
生
し
た
問

題
の
解
決
や
労
働
条
件
の

改
善
に
つ
い
て
は
、
会
社

が
責
任
を
持
っ
て
労
働
組

合
と
協
議
の
場
を
持
つ
こ

と
。

６
．
そ
の
他

(

１)

「
主
任
レ
ポ
ー
ト
」
に

つ
い
て
は
、
提
出
者
の
報

告
を
尊
重
し
、
内
容
の
変

更
を
強
要
し
な
い
こ
と
。

(

２)

時
系
列
等
報
告
書
の
提

出
に
つ
い
て
強
要
は
行
わ

な
い
こ
と
。

(

３)

Ｓ
Ａ
Ｓ
（
睡
眠
時
無
呼

吸
症
候
群
）
に
つ
い
て

①
す
べ
て
の
検
査
費
用
は
会

社
が
負
担
し
、
勤
務
時
間

と
す
る
こ
と
。

②
業
務
上
必
要
な
治
療
に
か

か
る
費
用
、
器
具
は
会
社

が
負
担
す
る
こ
と
。

(

４)

旅
客
か
ら
社
員
へ
の
暴

力
事
件
で
、
医
療
費
、
慰

謝
料
、
給
与
保
障
、
警
察

か
ら
事
情
聴
取
や
通
院
に

か
か
る
勤
務
認
証
、
刑
事

告
訴
な
ど
、
す
べ
て
会
社

が
前
面
に
出
て
対
応
す
る

制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

(

５)

新
幹
線
乗
務
員
の
夏
制

服
の
洗
濯
に
要
す
る
期
間

を
、
一
週
間
以
内
に
受
取

り
が
で
き
る
よ
う
に
短
縮

す
る
こ
と
。

(
６)

盛
夏
時
、
上
着
及
び
ネ

ク
タ
イ
の
着
用
を
省
略
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

(

７)

新
幹
線
及
び
在
来
線
乗

務
員
の
制
服
の
使
用
時
期

外
の
保
管
は
、
会
社
が
責

任
を
持
っ
て
保
管
す
る
こ

と
。

(

８)

検
修
庫
の
暑
さ
対
策
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
ま

た
、
水
分
補
給
の
た
め
の

飲
み
物
を
用
意
す
る
こ

と
。

(

９)

定
期
健
康
診
断
は
勤
務

時
間
と
す
る
こ
と
。

(
)

印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
）

10
を
全
社
員
に
貸
与
す
る
こ

と
。

Ⅲ
．
専
任
社
員
の
雇
用
条
件

・
労
働
条
件
に
つ
い
て

(

１)

高
齢
者
雇
用
に
つ
い
て

は
、
希
望
す
る
社
員
全
員

を
、
す
べ
て
雇
用
す
る
こ

と
。

(

２)

専
任
社
員
と
し
て
新
た

に
雇
用
さ
れ
る
場
合
の
基

本
給
は
、
基
本
給
を
一
律

に

万
円
と
し
、
契
約
満

20
了
報
労
金
も
一
律
と
す
る

こ
と
。

(

３)

専
任
社
員
の
労
働
条
件

の
改
善
に
つ
い
て
、
必
要

要
員
を
確
保
し
、
専
任
社

員
の
体
力
、
賃
金
に
見
合

っ
た
労
働
条
件
に
改
善
す

る
こ
と
。

(

４)

住
宅
関
連
制
度
を
見
直

し
、
専
任
社
員
に
雇
用
さ

れ
た
場
合
で
、
本
人
の
希

望
が
あ
れ
ば
社
宅
の
使
用

を
認
め
る
こ
と
。
ま
た
、

社
宅
使
用
料
の
適
用
基
準

を
撤
廃
し
、
同
額
と
す
る

こ
と
。

Ⅳ
．
安
全
確
立
に
つ
い
て

１
．
共
通
事
項

(

１)

社
員
か
ら
の
イ
ン
シ
デ

ン
ト
等
の
報
告
に
つ
い
て

は
、
懲
罰
的
な
対
応
は
止

め
る
こ
と
。

(

２)

事
故
に
関
す
る
速
や
か

な
情
報
開
示
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
原
因
の
詳
細
や

対
策
な
ど
に
つ
い
て
労
働

組
合
に
説
明
し
協
議
を
す

る
こ
と
。
ま
た
、
Ｊ
Ｒ
東

海
は
極
め
て
公
共
性
の
強

い
企
業
で
あ
り
、
沿
線
住

民
へ
の
影
響
の
あ
る
事
故

に
つ
い
て
は
説
明
や
謝
罪

を
行
う
こ
と
。

(

３)

「
再
教
育
」
と
称
し
た

見
せ
し
め
的
な
日
勤
教
育

は
廃
止
す
る
こ
と
。

(

４)

運
転
中
の
試
問
は
直
ち

。

、

に
中
止
す
る
こ
と

ま
た

特
定
の
乗
務
員
に
対
し
、

添
乗
を
何
回
も
重
ね
る
こ

と
は
止
め
る
こ
と
。

(

５)

年
に
一
度
の
新
幹
線
の

応
急
処
置
、
在
来
線
の
異

常
時
取
扱
い
の
確
認
は
止

め
る
こ
と
。
ま
た
、
知
識

・
技
能
の
確
認
は
通
常
の

訓
練
で
十
分
把
握
で
き
る

の
で
、
現
行
の
確
認
方
法

は
止
め
る
こ
と
。

(

６)

倒
木
等
を
防
止
す
る
対

策
を
講
じ
、
ま
た
、
土
砂

崩
れ
防
止
の
対
策
を
強
化

す
る
こ
と
。

「

」

(

７)

運
転
記
録
情
報
装
置

の
記
録
に
基
づ
く
注
意
・

指
導
は
行
わ
な
い
こ
と
。

２
．
在
来
線
関
係
に
つ
い
て

(

１)

勾
配
線
に
車
両
を
留
置

さ
せ
な
い
こ
と
。
ま
た
、

や
む
を
得
ず
車
両
を
留
置

す
る
場
合
に
は
手
ブ
レ
ー

キ
を
装
備
し
た
車
両
と
す

る
こ
と
。

(

２)

速
度
計
に
異
常
の
あ
る

車
両
は
直
ち
に
車
両
交
換

し
、
運
転
士
の
注
意
力
の

み
で
の
体
感
速
度
に
よ
る

運
転
は
止
め
る
こ
と
。

(

３)

野
生
動
物
が
線
路
内
に

進
入
し
な
い
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。
１
１
９
系
に
つ

い
て
は
車
両
前
部
に
ス
カ

ー
ト
を
設
置
す
る
こ
と
。

え
に
く
い
た
め
ワ
イ
パ
ー

機
能
を
改
善
す
る
こ
と
。

(

６)

駅
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、

照
明
の
照
度
が
足
り
ず
、

ホ
ー
ム
の
安
全
確
認
が
困

難
な
駅
が
あ
る
の
で
改
善

す
る
こ
と
。

４
．
新
幹
線
関
係
に
つ
い
て

(

１)

入
換
運
転
の
添
乗
報
告

は
到
着
後
と
す
る
こ
と
。

特
に
、
新
大
阪
駅
～
新
大

阪
引
上
げ
線
間
、
品
川
駅

引
上
げ
線
～
品
川
駅
上
り

１
番
線
間
の
添
乗
報
告
は

中
止
す
る
こ
と
。

(

２)

未
だ
に
発
生
し
て
い
る

ブ
レ
ー
キ
デ
ィ
ス
ク
ボ
ル

ト
や
ブ
レ
ー
キ
デ
ィ
ス
ク

板
の
亀
裂
の
実
績
を
年
度

ご
と
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。
亀
裂
の
原
因
が
解
明

さ
れ
、
万
全
な
対
策
を
講

じ
る
ま
で
、
台
車
検
査
の

検
査
周
期
を

万
キ
ロ
に

30

戻
す
こ
と
。

(

３)

平
成

年
４
月
か
ら
ブ

20

レ
ー
キ
デ
ィ
ス
ク
の
現
車

試
験
が
開
始
さ
れ
、
平
成

年
５
月
に
は
そ
の
現
車

21試
験
品
が
継
続
搭
載
さ
れ

調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

現
車
試
験
の
目
的
及
び
試

験
結
果
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。

全
組
合
員

一
丸
と
な
っ
て

職
場
を
変
え
よ
う
！


